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❶郵便番号・住所
❷氏名（ふりがな）
❸電話番号

その他

TORIDE
CITY NEWS

市からのお知らせ ●　●

はがき・ファクスなどの記入例
　申し込みが郵送・ファクス・メールの場合は、右の❶●● ❸●●
を全て記入してください。その他必要事項は記事ごとに異な
りますので、漏れがないようにしてください。往復はがきで
の応募の際は、返信用の住所・氏名も記入してください。

▶宛先 取手  （取手庁舎）…〒302-8585 寺田5139
　　　 藤代  （藤代庁舎）…〒300-1592 藤代700
　　　 分庁（分庁舎）…〒302-0025 西2-35-3

12月の施設休館日
取手駅前窓口（リボンとりで３階）
【10:00～ 19:00】
16・19・29～31日

取手図書館・ふじしろ図書館
【9:30～18:00】
7・14・21・28～31日
戸
とがしら

頭公民館図書室
【10:00～ 17:00】
7・14・21・28～31日

取手グリーンスポーツセンター
【9:00～ 21:00】
7～ 9・14・21・28～31日

藤代スポーツセンター
【9:00～ 21:00】
7・14・21・28～31日

取手ウェルネスプラザ
【9:00～21:00】
29～31日
▶トレーニングジム
【8:30～22:00】
7・14・21・28～ 31日
▶キッズプレイルーム
【10:00～18:00】
7・14・21・28～ 31日

■開館時間短縮
【9:00～ 17:00】
※入浴10:00～ 16:30
▶老人福祉センターあけぼの
6・13・20・27・29～31日
▶老人福祉センターさくら荘
6・13・20・27・29～31日
▶かたらいの郷
7・14・21・28・31日（29・
30日は2階・入浴が14:00まで）

※11月11日時点の情報です。
最新の情報は各施設のホーム
ページなどをご確認ください。

コミバス運行状況
コミュニティバスの運行状況、
路線図、時刻表な
どが分かります。

時 12月7日（月）10:00 ～ 10:30
所 藤代庁舎エントランスホール
内 保健師相談、血圧測定、尿検査
問 保健センター☎85-6900

健康相談（尿検査）

時 12月8日（火）10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 15:00
所 福祉交流センター（市役所敷地内）
申 電話：12月1日（火）9:00 ～ 
問 課税課☎内線1241

税務相談

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、以下の事業を中止します。
◆とりで利根川たこあげ大会
◆駅前にぎわいフェスタ
問 市観光協会（産業振興課内）☎74-
0217
◆新春賀詞交歓会
問 秘書課☎内線1111

中止になったイベント

開館時間：9:00 ～ 17:00
入浴時間：10:00 ～ 16:30
◆11・26日（いい・ふろの日）
3施設では、毎月11・26日に入浴料
が100円になります。
対 市内在住の方 
※チケットの購入は現金のみです。
購入の際には、施設利用券または身
分証明書の提示が必要です。
問 あけぼの☎74-5157、さくら荘 
☎85-8733、かたらいの郷☎73-
8333

あけぼの・さくら荘・かたらい
の郷　短縮時間で営業中

時 12月4日（金） 
9:45 ～ 12:15、13:30 ～ 16:00
所 福祉交流センター（市役所敷地内） 
◎骨髄バンクドナー登録会も行いま
す。
問 保健センター☎85-6900

献血

特別定額給付金申請やプレミアム付
商品券販売のため休止していた、取
手勤労青少年体育センター（市役所
裏体育館）の利用を再開しました。
※利用には予約が必要です。利用日
の2週間前から予約を受け付けます。
費 午前（9:00～ 12:00）：600円
午後（12:00～ 17:00）：1,000円
夜間（17:00～ 21:00）：1,250円
申 直接：産業振興課窓口で申請 
問 産業振興課☎内線1441 

取手勤労青少年体育センター
利用受付を再開

茨城租税債権管理
機構

時 12月1日（火）13:20 ～ 14:00（受
け付け12:50 ～、入札説明13:00 ～）
所 水戸合同庁舎（水戸市）
内 売却区分番号：2-72（宅地）
見積価額：114万円
公売保証金：12万円
物件の所在：小泉字堀

ほりぞえ

添152番1
地積：1,200.40平方メートル
※詳細は市納税課で配布の公売広報
や同機構ホームページをご覧くださ
い。中止になる場合もありますので、
事前にお問い合わせください。
問 茨城租税債権管理機構☎029-
225-1221

不動産公売

野良猫にエサを与えるときは、不妊
去勢手術を行う、飼い猫にするなど、
適切な管理をしましょう。
◆地域猫として正しく飼育を
▶ご近所の理解を得る
▶餌を与える場所と時間を決める
▶トイレの場所を決める
▶食べ残しやふんの片付けをする
▶里親を探す
問 環境対策課☎内線1416 

野良猫に餌を与えるときは
ルールとマナーを守りましょう

離乳食初期に与える10倍がゆの作り
方を、動画で紹介しています。
問 保健センター☎85-6900

離乳食の作り方　動画公開中

対象世帯に援護金を支給します。
対 市内在住で世帯員全員が令和2年 
度住民税非課税で、次の①～③のい
ずれかに該当する世帯
①18歳未満か大学などに通う子がい
る母子・父子家庭②重度障害者の方、
または重度障害の方を介護する世帯
（▶身体障害者手帳1・2級▶療育手
帳Ⓐ・A▶精神障害者保健福祉手帳1
級）③要介護4以上の方、またはその
方を介護する世帯※生活保護受給世
帯、施設入所者は対象外
申 郵送：〒302-0021寺田5144- 3
取手市社会福祉協議会宛て
持参：市社会福祉協議会へ直接
※市社会福祉協議会・同藤代支所に
ある申請書に必要事項を記入し、必
要書類（非課税証明書、住民票など）
を添えてください。
締 11月17日（火）～ 30日（月）必着  

問 （社福）市社会福祉協議会☎ 74-  
9110、同藤代支所☎83-7341

歳末たすけあい援護金支給

市では「まちをきれいにする条例」を
定め、たばこのポイ捨てや歩きたば
こなどの防止に努めています。
空気が乾燥する冬にかけて、火の不
始末による火災の危険が高まります。
火災予防はもちろん、まちをきれい
に保つためにも、たばこに関するモ
ラルを高めましょう。
▶歩きたばこはやめましょう
▶吸い殻のポイ捨てはやめましょう
▶携帯灰皿を持ち歩きましょう
▶周囲の状況に配慮しましょう
問 環境対策課☎内線1416 

たばこのマナーにご協力を

取手市　離乳食の
作り方


